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◎公立学校教職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（教育委員会規則第15号） 

学校の管理下において行う非常災害時の緊急業務に係る特殊業務手当等について、国の義務教育費国庫負担

金の算定基準が見直されたこと等を踏まえ、所要の整備を行うこととした。 
 

教 育 委 員 会 規 則 

 

 公立学校教職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年12月19日 

                                   兵庫県教育委員会 

                                     教育長 藤 原 俊 平  

兵庫県教育委員会規則第15号 

   公立学校教職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 公立学校教職員の特殊勤務手当に関する規則（昭和35年兵庫県教育委員会規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３項第１号中「４時間」を「１時間」に改め、同項第２号ア中「終日に及ぶ程度（日中８時間程度

とする。以下同じ。）」を「半日に及ぶ程度（日中４時間程度とする。）」に改め、同項第４号中「に及ぶ程度」

の右に「（日中８時間程度とする。以下同じ。）」を加え、同条第４項中「７時間45分」を「４時間」に改める。 

第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

   附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定は、同年４月１日から施行する。 
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